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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人ビジネス機械・情報システム産業協

会(JBMIA)／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO/IEC 18021:2002，Information 

technology－User interfaces for mobile tools for management of database communications in a client-server model

を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任をもたない。 

JIS X 9301 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（参考）携帯機器のデータベースの利用又は操作 

附属書 B（参考）基本画面内容の提示 

附属書 C（参考）技術情報－画面内容記述言語としての PDX タグ 

附属書 D（参考）技術情報－データベース操作言語としての P4 スクリプト言語 
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日本工業規格          JIS 
 X 9301：2005 
 (ISO/IEC 18021：2002) 

情報技術－クライアントサーバモデルにおける 
データベース通信を管理するための携帯機器の 

ユーザインタフェース 
Information technology-User interfaces for mobile tools for management of 

database communications in a client-server model 
 

序文 この規格は，2002年に第1版として発行された ISO/IEC 18021，Information technology－User interfaces 

for mobile tools for management of database communications in a client-server model を翻訳し，技術的内容及び

規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある“参考”は，原国際規格にはない事項である。 

近年，携帯情報端末(PDA，Personal Digital Assistance)，ネットワーク機能を備えた携帯電話（ウェブ閲

覧，電子メール又はその他の機能を備えた携帯電話）及びその他小形の機器に代表される携帯機器［以下，

MBT(MoBile Tool)という。］が，急速に広まりつつある。MBT は，低消費電力，小形，軽量，制限された

メモリ，低い CPU 処理能力及び限られた表示画面といった制約がある。ハードウェアの制約のある MBT

で様々なサービス及びアプリケーションを快適に，かつ，効率よく利用するために，MBT は通信を介して

他の機器と連携して動作する。サーバ機器又は他の機器と連携して動作することによって，MBT は強力，

かつ，有用となる。MBT は，その制約のために，大形の機器に比べて互換性及び相互運用性を達成するこ

とが困難である。互換性及び相互運用性を達成するためには，より大きな機器が採用するアプローチとは，

別のアプローチをとることが必要である。 

MBT が無線通信のような信頼性が低い又は細い通信路を介して他の機器とデータ（例えば，住所データ，

スケジュールデータ又は売上データ，その他）を交換する際には，素早い反応，使用性の高さ，信頼性及

び使いやすい機構といった特徴を使用者の要望を満たすために，携帯機器のデータベース通信を管理する

ためのユーザインタフェースが要求される。これら新しいユーザインタフェースの標準化は MBT の使用

者にとって非常に有益，かつ，利便性が高い。 

携帯機器クライアント（以下，MBT クライアントという。）は，通信を介して他の機器に対してクライ

アント動作を行う MBT のソフトウェアとして定義される。携帯機器サーバ（以下，MBT サーバという。）

は，通信を介して MBT クライアントに対してサーバ動作を行う機器のソフトウェアとして定義される。

MBT サーバは，マルチアクセス可能なサーバ又は他の MBT の上で動作する。MBT クライアントが MBT

サーバの能力をもつ他の MBT と通信する場合には，前者が MBT クライアントとして，後者が MBT サー

バとして動作することによって，お互いに操作しあうことが可能となる。 

MBT クライアントは，一般的に，情報を表示し使用者の指示又は入力を受け取るユーザインタフェース

を提供する小さな表示画面をもっている。MBT クライアント及び MBT サーバは，それぞれが自分のデー

タベースをもっている。使用者は，MBT クライアントの小さな表示画面を介してデータベース操作を指示


